
大潟村条件付き一般競争入札実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、大潟村が発注する建設工事について条件付き一般競争入札を実施するに当

たり、必要な事項を定めるものとする。 

 

（対象工事） 

第２条 条件付き一般競争入札の適用対象工事は、予定価格が 2,000 万円以上の工事とする。 

２ 村長は、前項の適用対象が災害その他の理由により緊急を要する工事その他特殊な工事であ

って条件付き一般競争入札によりがたいと認められる場合は、前項の規定に係わらず指名競争

入札によることができる。 

 

（入札の公告） 

第３条 条件付き一般競争入札を実施するときは、大潟村財務規則第 103 条の規定により入札を

公告するとともに、大潟村ホームページにおいてその内容を公表するものとする。ただし、電

子入札（大潟村が行う入札に関する事務を電子情報処理組織によって処理する情報処理システ

ムによる入札をいう。以下同じ。）により執行する場合にあっては、秋田県電子入札システム（以

下「電子入札システム」という。）の入札情報サービスにおいて掲示することにより行う。 

 

（入札参加資格） 

第４条 入札に参加する者に必要な資格（以下「入札参加資格」という。）は、次のとおりとする。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16号）第 167 条の４の規定に該当しない者であるこ

と。 

（２）大潟村建設工事等入札制度実施要綱（以下「入札制度実施要綱」という。）第５条に規定す

る名簿において、当該工事に対応する工種及び等級に登載されていること。 

（３）当該工事に対応する工種について、建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第３条の規定によ

る建設業の許可を受けていること。 

（４）入札参加資格確認申請期限の日から落札決定の日までの間において、「大潟村建設工事等入

札参加者指名停止基準」に基づく指名停止措置を受けていないこと。 

（５）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平

成 11 年法律第 225 号）に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者（手続開始の決

定を受けた者を除く。）でないこと。 

（６）秋田県税、村税に滞納がない者であること及び社会保険に加入し、かつ社会保険料に滞納

がない者（適用除外事業所を除く。）であること。 

２ 村長が必要があると認めるときは、前項各号に定めるもののほか、入札参加資格として次の

事項に係る要件を定めることができる。 

（１）建設業法第３条に規定する営業所の所在地 

（２）当該工事に対応する工種に係る建設業法第３条の規定による特定建設業の許可 



（３）当該工事と同種の工事の施工実績 

（４）当該工事における配置予定技術者の資格及び工事経歴 

（５）その他当該工事に関して必要と認められる事項 

３ 特定建設工事共同企業体の入札参加資格については、前２項の規定に準じて構成員の要件を

定めるとともに、大潟村建設工事に係る共同企業体取扱要綱（以下「ＪＶ取扱要綱」という。」

に基づき構成員数、出資比率等結成の要件を定めるものとする。 

 

（入札参加資格の決定） 

第５条 工事ごとに定める前条の入札参加資格は、入札制度実施要綱に定めるところにより、入

札審査会の審議を経て決定する。 

 

（設計図書等の閲覧等） 

第６条 仕様書、図面、金額を記載しない内訳書及び大潟村建設工事等競争入札心得（以下「設

計図書等」という。）の閲覧は、工事担当課所（電子入札システムの入札情報サービスにおいて

掲示する場合も含む）において閲覧又は貸出しに供するものとする。 

２ 設計図書等を閲覧又は貸出しする期間は、公告で明示した期間とする。 

３ 設計図書等に対する質問の受付及び回答は文書により行うものとし、質問の受付及び回答の

期限は、公告において明らかにするものとする。ただし、電子入札により執行する場合にあっ

ては、電子入札システムにより行うものとする。 

 

４ 現場説明会は、原則として行わない。 

 

（入札参加資格の確認申請） 

第７条 村長は、入札参加者が入札参加資格を有することを確認するため、入札に参加しようと

する者に対し、次に掲げる書類（（２）から（６）までの書類については公告において提出を求

めた場合に限る。以下「確認申請書等」という。）を入札前の所定の期限までに提出させるもの

とする。 

（１）競争入札参加資格確認申請書（様式第１号） 

（２）建設業許可通知書の写し 

（３）直近の総合評定値通知書の写し 

（４）同種工事の施工実績（様式第２号）及びその添付書類 

（５）配置予定技術者の資格・工事経歴等（様式第３号）及びその添付書類 

（６）その他村長が特に必要と認める資料 

２ 前項の規定にかかわらず、電子入札の場合にあっては、村長は指定した日時までに電子入札シ

ステムにより確認申請書等を提出させるものとする。ただし、入札執行者の承諾を得て又は入

札執行者の指示により書面で提出する場合には、前項に定めるところによる。 

３ 特定建設工事共同企業体に発注する工事にあっては、第１項の確認申請書等のほか、ＪＶ取

扱要綱に定める特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書及び特定建設工事共同企業体



協定書を提出させるものとする。 

４ 確認申請書等を既に提出した者が、確認申請書等の提出から落札決定までの間において、入

札参加資格における要件のいずれかを満たさないこととなったときは、開札前にあっては入札

辞退届を提出させ、開札後にあってはその旨を速やかに報告させるものとする。 

 

（入札保証金） 

第８条 入札保証金は免除するものとし、村長はその旨を公告において明らかにするものとする。 

 

（見積内訳明細書の提出） 

第９条 入札書の提出に当たっては、見積内訳明細書（様式第４号）を併せて提出させるものと

する。 

２ 見積内訳明細書の提出方法については、入札書の提出方法に準ずるものとする。 

 

（入札の執行） 

第 10 条 入札書は、持参により提出させるものとする。この場合において、入札書を持参し提出

した者については、開札に立ち会わせるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、電子入札の場合にあっては、村長は入札参加者に対し、指定した日

時までに電子入札システムにより入札書を提出させるものとする。ただし、大潟村電子入札運

用基準第８又は第９の規定により紙入札方式によることを認めた場合に合っては、前項に定め

るところによる。 

３ 入札執行回数は１回とする。ただし、予定価格の事前公表を行わない場合にあっては２回ま

でとする。 

４ 開札の結果、入札参加者が１者であった場合であっても、原則として、入札を有効なものと

して執行するものとする。 

 

（入札の無効） 

第 11 条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

（１）入札参加資格がないことが確認された者のした入札 

（２）開札日から落札決定の日までの間において、入札参加資格要件を満たさないこととなった

ことが確認された者のした入札 

（３）同一の入札について２以上の入札をした者の入札 

（４）同一の入札について２人以上の入札者の代理人となった者の入札 

（５）談合その他不正の行為によって行われたと認められる入札 

（６）入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を訂正した

入札 

（７）委任状を持参しない代理人のした入札 

（８）記名押印を欠く入札（電子入札システムによる場合においては、電子証明書を取得してい

ない者のした入札） 



（９）紙入札方式により入札書を提出した者のうち開札に立ち会わなかったもののした入札 

（10）上記に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札 

 

（落札者の決定方法） 

第 12 条 予定価格の制限の範囲内で入札した者（最低制限価格を設けた場合にあっては予定価格

の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者）のうち入札価格が最も低い者

を落札候補者とする。この場合において、該当する者が２者以上であるときは、くじの方法（大

潟村電子入札運用基準第 15 に定める電子入札システムによる抽選を含む）により順位を決定

し、最上位者を落札候補者とする。 

２ 入札執行者は、落札候補者の決定後、当該落札候補者の入札参加資格についてあらかじめ提

出された確認申請書等により確認を行い、入札審査会の審議を経て入札参加資格の有無を決定

する。ただし、入札執行者は入札前に確認申請書等に明らかな不備があった場合には入札参加

者に対し再提出を求めることが出来るものとする。 

３ 前項において落札候補者が入札参加資格を有することと決定されたときは、村長は、次のい

ずれかに該当する場合を除き、当該落札候補者を落札者として決定する。 

（１）落札候補者の入札価格によっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると

認められるとき 

（２）落札候補者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著

しく不適当であると認められるとき 

４ 第２項において落札候補者が入札参加資格を有しないことと決定された場合であって次条に

定める手続を経て当該決定が確定したとき又は前項各号のいずれかに該当するときは、契約担

当者は、予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち入札価格が当該落札候補者の次に低い者

（該当する者が２者以上である場合は第１項後段の方法により決定された者を落札候補者とす

る。）を落札候補者とし、前２項の確認等を行うものとする。 

５ 落札者が決定するまで、前３項の手続を繰り返すものとする。 

 

（入札参加資格を有しないことと決定された者への通知等） 

第 13 条 前条第２項において落札候補者が入札参加資格を有しないことと決定されたときは、村

長は、当該落札候補者に対し、資格なしと決定された理由を明らかにした資格確認結果通知書

（様式第５号）を速やかに通知する。 

２ 前項の通知を受けた者は、当該通知の日の翌日から起算して２日（大潟村の休日を定める条

例（平成３年大潟村条例第６号）第１条第１項に規定する村の休日（以下「休日」という。）を

含まない。）以内に、村長に対して書面により資格なしと決定された理由についての説明を請求

することができるものとし、村長は公告及び前項の通知においてその旨を教示するものとする。 

３ 前項の期限内に説明請求があったときは、村長は、速やかに入札参加資格の再確認を行い、

前条第２項の入札審査会の審議を経て、請求者に対して請求を受理した日の翌日から起算して

３日（休日を含まない。）以内に書面により回答するものとする。 

４ 前項の審議の結果、請求者が入札参加資格を有するものとされた場合にあっては、当該回答



において第１項の決定を取り消す旨を明らかにするものとする。 

５ 第２項の期限までに説明請求がなかったとき又は第３項の審議の結果、請求者が入札参加資

格を有しないこととされたときは、前条第２項の決定は確定するものとする。 

 

（落札決定後の無効等） 

第 14 条 落札者が他の工事の入札において先に落札者となったことにより確認申請書等に記載

した配置予定技術者を当該工事に配置することができなくなったときは、当該落札者の入札は

無効とみなすものとする。 

２ 前項によるほか、落札決定から契約締結までの間において、落札者が入札参加資格における

要件のいずれかを満たさないこととなったときは、村長は、当該落札者と契約を締結しないこ

とができるものとする。 

３ 前２項については、公告において明らかにするものとする。 

 

（その他） 

第 15 条 本要綱に定めのない事項については、別に定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成 20年 10 月１日から施行する。 

 

附 則 

２ この要綱は、平成 24年４月１日から施行する。 

３ 平成 27年９月３日一部改正 

４ 令和元年５月１日一部改正 

５ 令和８年４月１日一部改正 

 

  


